
令和８年４月２２日 

保護者の皆様へ 

津山市立清泉小学校校長      植月 純子  

ＰＴＡ会長    眞木 祐治 

保健体育部長   久常 昌義 

運動会前後の日程等について（お知らせとお願い） 

 

新緑の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本校教育の発展とＰＴＡ活動にご協力とご理解を賜り深く感謝とお礼を申し上げます。 

さて、令和８年５月２３日（土）は清泉小学校最後の運動会です。つきましては、次のことについ

てお知らせとご協力のお願いをいたします。 

 

１ 運動会前後の予定と当日雨天時の対応について  

 

・運動会は８時３０分開会、昼食休憩なしの１１時３０分閉会の予定といたします。 

・雨天の場合は、朝６時の時点で協議し、スクリレ・学校 HPにて、各ご家庭へ連絡をします。そ

の際、順延のことをご近所の方にもお知らせいただけると幸いです。 

 

２ 前日・当日準備について 

・前日・当日準備ともに、職員のみで行いますので、ＰＴＡでの準備はありません。 

 

３ 観覧席について 

  ・町内別観覧テントは立てません。各自、自由な場所でご観覧ください。日傘等、各自で準備を

お願いします。 

  ・おもいやりテントを設置しております。かわりあってご利用ください。 

    ・演技スペースと観覧スペースを区切るラインを引いております。ラインの内側には入らないで

ください。 

  ・準備の都合上、観覧席の場所取りは、当日７時３０分ごろ、保健体育部長のアナウンスにより

始めてください。事前に場所取りをされている場合は、やむを得ず移動させていただきますの

でご了承ください。 

 

 

２３日（土） 

実施の場合 

２３日（土）雨天 

２４日（日）実施の場合 

２３日（土）雨天 

２４日（日）雨天の場合 

２３日 

（土） 
運動会 お休み お休み 

２４日 

（日） 
お休み 運動会 お休み 

２５日 

（月） 

振替休業日 

(5/23分) 

振替休業日 

(5/24分) 
運動会 

２６日 

（火） 

平常授業 

（給食） 

平常授業 

（給食） 

平常授業 

（給食） 



 

 

４ 駐車場について ※地図参照 

『ファイナル運動会』として、一人でも多くの方に参加していただくために、お近くの方での乗

り合わせ、可能な方は徒歩での参加にご協力ください。 

次の駐車場をお借りしています。安全にご利用ください。 

①幼稚園跡地（上・下） 

②則本組 

③清泉公民館、旧公民館跡地 

④綾部東公会堂 

※体育館周辺は、来賓駐車場としています。 

※踏切近くの砂利の駐車場は、職員駐車場としています。 

  

 

５ トイレの利用について 

・運動場東トイレ、体育館トイレ（洋式）をご利用ください。 

・体育館「思い出ルーム」を開放しております。 

 

６ 校舎への立ち入りについて 

・競技中は、安全確保のため校内出入口は施錠させていただきます。 

 

７ 後片付けについて 

・運動会終了後の片付けについては、例年、ＰＴＡ会員全員で協力することにしています。お忙

しいときですが、よろしくお願いいたします。  

 

８ その他 

・当日のゴミは、必ず各自でお持ち帰りください。 

・アルコール類の持ち込みはご遠慮ください。 

・敷地内禁煙にご協力をよろしくお願いいたします。喫煙される方は、マナーを守っていただき、

吸い殻の後始末等ご近所への迷惑にならないようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

※駐車場に空きがある場合

は、どの場所の駐車場を利

用してくださっても構いま

せん。 

※駐車場係は置きません。各

自、安全に気を付けてご利用

ください。 

 



令和８年度 運動会駐車場 

 

【幼稚園跡地（上・下）】 

保護者・地域駐車場 

 

【体育館周辺】 

来賓駐車場 
【体育館周辺】 

来賓駐車場 

【則本組さん】 

保護者・地域駐車場 

 

『ファイナル運動会』として、一人でも多くの方に参加していただくために、お近くの方で

の乗り合わせ、可能な方は徒歩での参加にご協力ください。 

駐車場係は置いておりません。各自責任をもって駐車ください。 

【綾部東公会堂】 

保護者・地域駐車場 

【踏切近くじゃり】 

職員駐車場 

※目安として、駐車場を指定させていただい

ておりますが、空きがある場合は、どの場所

の駐車場を利用してくださっても構いませ

ん。 

※駐車場係は置きません。各自、安全に気を

付けてご利用ください。 

 

清泉公民館 【清泉公民館・旧公民館跡地】 

保護者・地域駐車場 


